
●　中間前金払制度の手続き（フローチャート）

日　程 受　注　者 森 町 工 事 担 当 課

契約締結（請負金額300万円以上）

前払金請求 支　　払

受　　領

中間前金払認定請求 審　　査

認　　定

支払条件

①工期の２分の１を経過していること。

②工程表により工期の２分の１を経過　　

　 するまでに実施すべきとされた当該

　 工事に係る作業が行われていること。

③既に行われた当該工事に係る作業
　 に要する経費が請負金額の２分の

　 １以上の額に相当するものであるこ　

　 と。

保証事業者に保証申込み

中間前払金請求 支　　払

受　　領

工事完成

（請負金額の10分の４以内）

　　 （請負金額の10分の２以内）

　・中間前金払申請書（様式第４号）

　・中間前払金請求書（様式第５号）

　・中間前払金保証書

・中間前金払認定調書（様式第２号）

・中間前金払認定請求書（様式第1号）

・工程表

・工事工程月報

14日以内

７日以内

14日以内

※支払条件を満たしていない場合は

　  不認定調書（様式第３号）を交付

　  する。

滞りなく支払を行うため、中間前金払を利用

予定の受注者は、中間前金払認定請求予定通

知書を提出して事前に利用予定を知らせる。

※提出期限は契約締結時又は中間前金払認
　  定請求書を提出する前月の10日まで。

※提出は義務ではないので、提出がなくても

　  認定請求は可能。


